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税制を補完及び改正する法案 

国会は税制を補完し、修正する法案を提出

した。これにより、6 つ税法の 27 の内容及

び税務管理に関する法が次のように修正さ

れる予定である。 

 法人所得税（CIT） 

✓ 税務目的の損金不算入費用の新しい

タイプ：製造業の対して所有者資本の

5 倍を超える借入金の金利利息、また、

その他企業に対しては所有者資本の 4

倍を超える借入金の金利利息。 2019 年

1 月 1 日、これらの比率はそれぞれ 4 倍、

3 倍となる。 

✓ 不動産譲渡からの利益は、営業活動

からの損失を相殺可とする。 

 

 個人所得税（PIT） 

✓ 経済地区で労働する個人の給与、賃

金からの所得に対して PIT の 50％控除。

ハイテクゾーン、ハイテク農業地帯で

労働するハイテク個人の給与、賃金か

らの所得に対して PIT の 50％控除。; 

✓ PIT の対象となる小規模ビジネスを

行う個人を判定する売上高基準は、年

間１億ドンから年間 1.5 億ドンに増加

する 

 

  付加価値税（VAT） 

✓ 付加価値税の対象とならない追加項

目：企業、協同組合への販売未処理の

未加工品または半加工品（これらの

VAT の申告と納税は免除であった） 

✓ 定款資本が未拠出であったり、事業

の条件を維持できない企業には、VAT

の還付はされない; 

✓ 投資期間における次のプロジェク

トの VAT 還付は不可：不動産取引

における投資プロジェクト、企業経

営の新しい投資プロジェクト、商業

取引の投資プロジェクト、天然資源

及び鉱物搾取（2017 年 1 月 1 日より

適用） 

 税務管理 

✓ 納税者は電子的申告及び納税する

必要があり、電子請求書、税務当局

によるコード化された請求書を使用

する必要がある; 

✓ 州当局に間違いによる誤申告をし

て過小の納税をした場合、納税者は

ペナルティを負わない。しかしなが

ら、納税不足分は納税者により全て

支払う義務がある。 

弊社では、引続き次回ニュースレターで

本ドラフトのアップデートを行います。 

税金負債の帳消に対するドラフトポリシ

ー 

財務省（「MOF」）は税金負債の減損に

対する決議をドラフトしている。これは、

10 月の国会にて通される予定である。し

たがって、次のものを対象に 2013 年 7

月 1 日以前の遅延している納税額及びペ

ナルティが帳消する見通しとなってい

る：  

 客観的に困難な状態にあり、2015 年

12 月 31 日以前の税金負債を支払っ

ており、次の規準を満たす企業： 

✓ 企業に対する国家予算の過小支払

のため不足してしまった場合の納税

不足分とペナルティ 
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✓ ビジネスパートナーが倒産しは場合

や契約の終了による納税不足分とペナ

ルティ  

 税務当局や地方当局による情報が検証

できない場合の納税者が放棄、解任、

倒産している状態 

弊社では、引続き次回ニュースレターで本

ドラフトのアップデートを行います 

加工手数料の輸入税還付 

2015 年 9 月 3 日、税関総局は、加工済商品

の VAT に対する輸入税の取り扱いに関す

る Official Letter No. 8029/TCHQ-TXNK を発

行した。 

 

従って、国内企業（以下「会社」）は、輸

出品を生産するための原材料を輸入するも

のの、生産前に EPZ（輸出加工区）にて他

者により加工された原料を所有する場合に、

加工手数料の輸入税は還付される。 

 

 会社が加工済原料のレシートにある輸

入税及び VAT を全て納税しており：か

つ  

 輸出した製品を製造するためのその原

料を会社が使用する 

輸出品の VAT 還付のための許容可能な銀

行振込による相殺支払い 

2015 年 8 月 14 日、ハノイの税務部門は、

外国のバイヤーからの相殺支払いのレシー

トにおける輸出品の仕入 VAT の Official 

Letter No. 53643/CT-HTr を発行した。 

ベトナムの第三者が二者間の相殺取引とし

て外国で輸入を行う者の指示の下でベトナ

ムで輸出を行う者に支払う場合の輸出取引

では、輸出を行う者の VAT 控除/還付目的

のために銀行の支払いを考えられる：  

 必要に応じて、相殺手続は輸出契約、

アペンディクス、修正契約にて規制

される 

 輸出を行う者の銀行からのクレジッ

トノートは、第三者からの受け取る

金額に関して利用可能である：かつ 

 三者間の信用調整は、輸入を行う者

と第三者の確認とともに利用可能で

ある 

外国契約者税の対象とならない海外保障 

2015 年 8 月 14 日、ハノイの税務部門は

、保証サービスのための外国契約税（「

FCT」）の Official Letter No. 53649/CT-

HTr を発行しました。 

外国の当事者との契約が保証条項と結ば

れ、商品が保証サービスのために海外に

出荷される際に、そのような保障サービ

スは FCT の対象とならない 

エコノミックゾーンで働く個人の PIT 

2015 年 8 月 31 日、ハノイの税務部門は

エコノミックゾーン（「EZs」）で働く

個人の PIT に関する  Official Letter No. 

55618/CT-HTr を発行した。 

したがって、個人は EZs での労働から受

取る所得に対して PIT の 50％控除が適用

される。この源泉からの収入は、そのよ

うな従業員のための PIT 申告に関する他

の源泉からの収入と適切に分離する必要

がある。 
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2016 年最低賃金が 12.4%増加、政府承認を

待つ 

2015 年 9 月 3 日、国家給与評議会は、2016

年最低賃金を平均 12.4%増加させるスキー

ムを政府に提出した。以下詳細： 

 

 
新規水準(VND/

月) 

現行水準(VND/

月) 

地域 I 3,500,000 3,100,000 

地域 II 3,100,000 2,750,000 

地域 III 2,700,000 2,400,000 

地域 IV 2,400,000 2,150,000 

新しい給与規制は、企業の労務費に多大な

影響を与える可能性があり、また、給与で

計算される社会保険及び健康保険も同様で

ある。 

政府は、本スキームを基に Decree を発行す
る予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産取引に関する法律の詳細なガイダ

ンス 

2015 年 9 月 10 日に、政府は、不動産売

買第 66 号/ 2014/QH13（「法 2014」）に

関する法律の一部条項の実行をガイダン

スする Decree No. 76/2015/ND-CP を発行

した。 

したがって、不動産サービスや販売、譲

渡、賃貸、不動産のファイナンス・リー

スに関する小規模でイレギュラーでない

限り（特定の条件は、この Decree に規定

される）、不動産事業の最小法定資本金

は 200 億ドンである。本規制に沿わずに

営業を行ったとしても、2015 年 7 月 1 日

（「法 2014」の発効日）から 1 年以内に

法定資本を拠出すれば、引続き営業可能

である。 

その上、付与された投資決定、土地、土

地のリース、移転プロジェクトの許可、

または、契約を結んだ不動産の譲渡、販

売、リース、並びに 2015 年 7 月 1 日以

前にファイナンス・リースの「法 2014」

の対象とならない。同様に法律 2014 年

の手順の対象ではないが持っている、不

動産の販売、譲渡、賃貸、ファイナン

ス・リースの契約、移転プロジェクト、

2015 年 11 月 1 日以前に交わした移転協

定は、この Decree にけるテンプレート及

び手続を遵守するために改定すること無

く有効である。 

この Decree は、2015 年 11 月 1 日から有

効となり、Decree No. 153/2007/NĐ-CP と

置換される 
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事業者登録に関する細則 

2015 年 9 月 14 日、政府は政令番号に事業

者登録の詳細をガイダンスした Decree No. 

78/2015/NĐ-CP を発行しました。新規制は、

次のとおりである。 

 事業者登録を申込した日より、5 営業日

から 3 営業日に期間短縮 

 オンラインでの登録手続 

 各企業は登録番号を付与され、それが

Tax コードとなる 

 支店かつ／または駐在事務所の事業の

スタンプのデザイン、コンテンツ、数

は、当該企業により決定可能となる。

一つの企業は、同様のデザイン及びコ

ンテンツの一つ以上のスタンプを持つ

ことができる 

この Decree は、2015 年 11 月 1 日から有効
となり、Decrees No. 43/2010/NĐ-CP 及び 

No.  05/2013/NĐ-CP と置換される 

証券市場における外国人投資家に対する手

続きの簡素化 

2015 年 8 月 18 日、MOF は証券市場におけ

る外国投資をガイダンスする Circular No.  

123/2015/TT-BTC を発行した。変更点で重

要なものは次のものである。 

 文書要件の最小化：英語文書に対する

ベトナム後翻訳、又は、外国における

公証または認証もはや必要とされない 

 外国人投資家の証券取引コードは 1 営

業日以内に発行される（現在の規制で

は、3-5 営業日） 

 ファイナンス、銀行、外国為替管理、

または税の分野での調査又は違反によ

るペナルティを受けて、証券取引コー

ドは申込時から 2 年以内に証券取引

コードをキャンセルされた外国人投

資家に発行されない 

本通達は、2015 年 10 月 1 日より有効と

なり、Circular No. 213/2012/TT-BTC と置

換される 

 

会計及び監査実務のための新倫理基準 

2015 年 5 月 8 日、財務省は、会計及び監

査実務のための新たな倫理規準のために 

Circular No.  70/2015/TT-BTC を発行した。 

 パート A：一般規定と基本的な倫理

原則 

 パート B：公認会計士、監査人に関

する規定 

 パート C：会計士補修生、専門監査

人に関する規定 

本通達は、2016 年 1 月 1 から有効となり、

in Decree No. 87/2005/QĐ-BTC と置換され

る 
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不動産プロジェクトの保証を許可された 5

行の銀行が追加 

弊社 8 月のニュースレターにおいて、33 の

商業銀行が不動産プロジェクトを保証する

ことが許可されたことをお伝えしました。 

2015 年 8 月 27 日、ベトナム中央銀行はさ

らに 5 商業銀行のリストを公表し、その適

格銀行の総数が 38 行となった。 

組織の USD 預金に対する無利子 

2015 年 9 月 25 日、ベトナム中央銀行は、

金融機関、ベトナムにおける外国銀行の支

店における組織や個人の USD 預金の上限金

利を調整する Decision No. 1938/QĐ-NHNN 

を発行した 

 

これにより、金融機関、ベトナムにおける

外国銀行の支店を除き、組織の USD 預金の

上限金利は、0％の年率となる（以前は

0.25％P.A.）。また、個人の USD 預金は、

0.25％P.A.である（以前は 0.75％P.A.）。 

 

この Deision の有効日以前に交わされた金

融機関と外国銀行の支店における組織と個

人の USD 定期預金の利子率は、満了するま

で有効である。 

 

この決定は、2015 年 9 月 28 日から有効と
なり、Decision No. 2172/QĐ-NHNN 
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免責事項 

 

本ニュースレターは、要約形式の情報が含まれているため、一般的なガイダンスを想定しております。よ

り詳細な調査や専門家としての判断の代用になるものではありません。参照は、適切なアドバイザーにな

され、KTC SCSは、本記載事項で引き起こされるいかなる人物の行動による損失に関して、一切の責任を

負いかねます。 

 

KTC SCSは、ヨーロッパ、南北アメリカ、中東、アフリカ、インド亜大陸、アジアの90カ国以上で、460名

のパートナー、5,000名のスタッフと200のオフィスに代表されるラッセルベッドフォード・インターナショ

ナル(www.russellbedford.com)のメンバーであります。 

 

KTC SCSはお客様に高品質のサービスを提供するプロフェッショナル・ファームです。 我々はクライアン

トに対する事業上の問題への実践的且つ費用対効果の高いソリューションという付加価値の高いサービスに

注力しています。また、品質管理は我々を差別化するビジネスで最も重要なプロセスです。 

 

KTC SCSは、（ローカル及びインターナショナル）公認会計士、様々な業界で働くことに豊富な経験を持つ

会計及びファイナンスの博士、MBA保持者などの資格ある専門家のチームによって構成されている。人財こ

そ、我々の最も重要な成功要因です。 

 

 

 

お問い合わせ 

 

ハノイ事務所e 

 

Pham Duy Hung 

hung.duy.pham@ktcvietnam.com 

 

Do Thuy Linh 

linh.thuy.do@ktcvietnam.com 

 

Nguyen Cam Chi 

chi.cam.nguyen@ktcvietnam.com 

 

 

 

 

Level 4, GP Invest Building, 170 LaThanh Street, 

Dong Da District, Hanoi, Vietnam 

Tel:+84-4-6277 6386 

Fax: +84-4-6277 6376 

 

ホーチミン事務所 

 

Thai Van Anh 

van.anh.thai@ktcvietnam.com 

 

Le Quang Hai 

hai.quang.le@ktcvietnam.com 

 

 

 

 

 

 

 

Level 4, 162B Dien Bien Phu, Ward 6, 

District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tel:+84-8-6290 9980 

Fax: +84-8-6290 9981 

 

 

 

本ニュースレターにおける記載事項の詳細な情報に関しては、ウェブサイトwww.ktcvietnam.comを参照す

るか、hanoi@ktcvietnam.comにご連絡頂けると幸いです。  

http://www.russellbedford.com/
mailto:hung.duy.pham@scsglobal.vn
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mailto:van.anh.thai@scsglobal.vn
mailto:hai.quang.le@scsglobal.vn
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mailto:hanoi@ktcvietnam.com
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